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外国商標登録を取得するまでの手続の流れ（マドプロルート：複数指定国の場合） 
 

【出願人】       【日本国特許庁】        【WIPO】        【各指定締約国】 

 

******************************************************************************************************************* 

 

出願     日本国特許庁による方式審査 

   (a)商標の同一性 

願書フォーム(MM2)    (b)指定商品・役務の同一性 

はWIPOウエブサイト       （基礎登録及び出願と同一又は 

にあり。     その範囲内でなければならない。） 

    ※本国官庁は方式審査後、願書及び 

    必要な書面を国際事務局に送付 

 

       国際事務局による方式審査 

     送付  ・国際事務局は方式審査をし、  

        欠陥あるとき欠陥通知を発する。 

            

           

   日本特許庁経由                            

 

                                    

欠陥の修正                          

          国際登録 

・方式要件を具備した場合、 

国際登録簿に登録し、  

登録証明書を発行する。 

 

 

           各国法に基づく審査 

         通報       ・暫定拒絶の通報 

                  ・国際登録の通報の日から

                    1年以内にしなければ 

ならない。 

（宣言国は18ヶ月） 

 

       暫定拒絶の通報                 

拒絶の対応 

・指定国代理人の選定  

（委任状の提出）           拒絶理由なし 

・指定商品・役務の減縮 

・意見書の提出 

       拒絶理由の解消   

           

           

            

           

            保護確定 

登録通知発送国：日本、 

イギリス等 
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更新 

・国際登録日から10年後（日本国特許庁を経由して行うか、又は、WIPOに直接行う） 

 

 


